
－

〆

剛
家
は
、
法
定
通
貨
の
鋳
造
椎
や

発
行
樅
の
独
占
に
関
し
て
国
内
法
で

規
定
す
る
（
日
本
銀
行
法
妬
条
、
紙

幣
類
似
主
権
取
締
法
な
ど
）
。
こ
れ

は
、
通
貨
主
椛
と
し
て
、
国
際
法
上

も
主
権
平
等
や
内
政
不
干
渉
の
原
則

日
銀
が
口
座
型
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
み
対
応
す
れ
ば

通
貨
間
競
争
に
敗
れ
る
リ
ス
ク

外
貨
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
発
行
で

脅
か
さ
れ
る
通
貨
主
権

－
１
１

２
０
２
０
年
扣
月
に
中
央
銀
行
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
）
の
発
行
に
踏
み
切
っ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
、
米
当
局

の
許
可
な
く
米
ド
ル
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
提
供
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
将
来
の
仕
様
変
更
次
第
で
は
米
ド
ル
Ｃ
Ｂ
Ｄ

Ｃ
が
米
国
の
通
貨
主
権
を
脅
か
し
か
ね
な
い
た
め
だ
。
そ
の
懸
念
は
日
本
が
検
討
を
進
め
る
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
に
も
当
て

は
ま
る
。
そ
の
た
め
、
他
国
で
日
本
円
の
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
提
供
さ
れ
る
場
合
に
は
異
議
申
し
立
て
を
行
う
旨
を
あ
ら

か
じ
め
国
際
的
に
公
言
し
、
一
定
の
規
範
を
Ｇ
加
内
で
合
意
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
．
ま
た
、
通
貨
間
競
争

の
観
点
か
ら
は
、
日
本
の
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
は
ト
ー
ク
ン
型
も
排
除
す
る
こ
と
な
く
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

題
（
図
迎
懸
蹴
２
条
１
項
、
７
頂
）
に

よ
り
他
国
か
ら
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が

保
脈
さ
れ
て
い
る
。
自
国
通
撤
に
関

す
る
金
融
政
策
や
課
税
等
は
当
該
国

の
国
内
管
職
に
属
し
、
当
該
国
家
は

自
由
に
通
貨
を
規
定
し
、
外
貨
受
け

入
れ
等
を
制
限
で
き
る
（
注
１
）
。

こ
の
通
衡
主
椛
が
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
で
も

脚
光
を
浴
び
て
い
る
。
２
０
２
０
年

秋
の
主
要
中
央
銀
行
報
告
密
（
注
２
）

は
、
「
デ
ジ
タ
ル
版
の
ド
ル
化
言
唱
‐

冨
国
呈
巴
・
冒
昌
目
Ⅱ
デ
ジ
タ
ル
化
さ

れ
る
こ
と
で
、
米
ド
ル
が
他
国
で
さ

ら
に
通
川
す
る
こ
と
こ
に
伴
っ
て

自
国
通
貨
が
勢
い
を
失
い
、
米
ド
ル

に
通
貨
主
椛
を
奪
わ
れ
る
リ
ス
ク
を

指
摘
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
日
本
の
Ｉ
Ｔ
企
業
ソ

職
ラ
ミ
ッ
の
技
術
提
供
を
受
け
；
訓
年

秋
に
い
ち
早
く
「
バ
コ
ン
」
と
い
う

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
本
格
迦
刑
を
附
始
し
た

カ
ン
ボ
ジ
ア
が
、
現
地
通
貨
リ
エ
ル

に
加
え
、
米
当
局
の
許
可
な
し
に
米

ド
ル
決
済
を
提
供
す
る
点
に
注
目
す

る
。
相
手
当
局
の
杵
可
な
し
に
一
方

的
に
外
貨
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
発
行
す
る
際

の
法
的
分
析
が
論
点
に
な
る
が
、
そ

早
稲
田
大
学

教
授
久
保
田
隆

１
１②

に
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れ
に
つ
い
て
は
グ
ル
ー
ソ
ン
弁
設
士

の
先
行
研
究
（
注
３
）
を
参
照
す
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
銀
行
ｎ
座
保
有

率
が
低
い
（
犯
％
）
一
方
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
普
及
率
が
高
い
（
１
５
０

％
）
た
め
、
金
融
包
摂
等
を
目
的
に

訓
年
、
月
に
ト
ー
ク
ン
型
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

の
バ
コ
ン
の
正
式
連
用
を
開
始
し
た

（
利
用
割
合
は
現
地
通
貨
帥
％
、
米

ド
ル
㈹
％
）
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
巾
央
銀

行
が
民
間
銀
行
を
通
じ
て
間
接
発
行

す
る
形
態
で
あ
り
、
他
の
民
間
決
済

手
段
の
導
入
を
禁
止
し
た
Ｌ
、
キ
ャ

ッ
シ
ュ
レ
ス
手
段
を
バ
コ
ン
に
統
一

し
た
。
端
末
の
ア
プ
リ
を
介
し
て
小

口
決
済
や
企
業
間
・
銀
行
Ⅲ
送
金
に

使
え
る
だ
け
で
な
く
、
高
速
・
大
賊

処
理
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
謹
に
催
れ
、

端
末
紛
失
時
に
も
本
人
確
認
を
行
え

ば
再
び
利
用
可
能
と
な
る
。

米
ド
ル
決
済
の
提
供
に
つ
い
て
は

米
当
局
の
許
可
を
得
て
い
な
い
。
た

だ
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
対
外
説
明
に
よ

る
と
、
国
内
流
通
の
７
割
が
米
ド
ル

と
い
う
「
ド
ル
化
」
の
状
況
に
合
わ

せ
て
髄
子
決
済
手
段
を
提
供
し
た
と

さ
れ
る
。
実
態
は
ト
ー
ク
ン
型
米
ド

ル
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
提
供
と
変
わ
ら
な
い

が
、
現
時
点
で
は
市
中
銀
行
お
よ
び

送
金
業
者
の
窓
口
に
お
い
て
、
現
地

通
貨
か
米
ド
ル
銀
行
券
と
の
交
換
の

み
で
同
額
の
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
発
行
（
銀

行
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
介
し
て
ア
プ
リ
に
入

金
）
で
き
る
（
米
ド
ル
の
交
換
上
限

は
１
日
２
５
０
ド
ル
、
銀
行
口
座
と
ひ

も
付
け
る
と
２
５
０
０
ド
ル
ま
で
）
。

現
状
、
バ
コ
ン
は
銀
行
券
と
の
交
換

で
発
行
さ
れ
、
バ
コ
ン
を
貸
し
付
け

る
こ
と
に
よ
る
信
用
創
造
機
能
は
な

い
。
つ
ま
り
、
バ
コ
ン
を
発
行
し
て

も
国
内
の
通
貨
流
通
髄
に
変
化
は
な

く
、
そ
れ
が
米
ド
ル
バ
コ
ン
で
あ
っ

て
も
、
現
状
で
は
米
国
に
辿
貨
主
椛

を
奪
わ
れ
た
り
、
反
対
に
米
脚
の
通

侭
主
権
に
対
す
る
法
統
を
挫
擦
し
た

り
す
る
恐
れ
は
な
い
。

た
だ
し
、
バ
コ
ン
の
仕
様
変
更
権

は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
あ
る
た
め
、
変
更

内
容
次
第
で
米
国
の
通
貨
主
椛
に
対

す
る
法
益
侵
害
を
も
た
ら
す
可
能
性

が
あ
る
。
バ
コ
ン
は
現
状
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
国
内
で
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
に
よ
り

本
人
確
認
を
し
て
お
り
、
海
外
か
ら

の
旅
行
者
も
利
用
で
き
る
。
今
後
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
が
国
外
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証

で
も
本
人
確
認
を
可
能
に
し
た
上
で

付
利
・
墹
札
等
の
仕
様
変
更
を
行
い
、

海
外
取
引
を
認
め
た
と
す
れ
ば
、
米

国
の
ド
ル
預
金
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
市

中
銀
行
を
通
じ
て
米
ド
ル
バ
コ
ン
に

盗
を
変
え
、
米
国
の
信
用
創
造
や
通

貨
主
椛
を
脅
か
す
恐
れ
が
あ
る
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
よ
う
に
、
自
国
民

が
国
内
に
大
並
の
外
貨
・
外
債
・
外

貨
預
金
等
を
保
有
す
る
ケ
ー
ス
は
他

国
に
お
い
て
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な

い
。
大
口
な
ら
ば
オ
フ
シ
ョ
ア
市
場

や
ユ
ー
ロ
市
場
、
小
口
で
も
国
内
の

ド
ル
預
金
や
外
債
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に

存
在
す
る
。
す
で
に
流
通
し
て
い
る

米
ド
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
通
子
決
済

を
拠
供
す
る
こ
と
が
内
政
不
干
渉
の

服
則
に
当
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
さ

ま
ざ
ま
な
側
々
で
外
衡
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を

提
供
す
る
こ
と
が
理
屈
上
は
可
能
に

な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
激
味
で
、
中
間
・
ロ
シ
ア
が

米
国
の
金
融
制
裁
を
同
避
す
る
た
め

に
米
ド
ル
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
発
行
す
る
潜

在
メ
リ
ッ
ト
は
十
分
あ
る
と
い
え
る
。

日
本
円
に
つ
い
て
も
、
中
国
・
韓
国

等
が
自
国
通
貨
安
対
策
や
在
日
同
胞

へ
の
利
便
性
提
供
を
目
的
に
、
日
本

川
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
発
行
す
る
潜
在
的
誘

因
が
あ
り
緋
る
な
か
、
放
世
し
得
る

間
魑
で
は
な
い
。

他
国
の
円
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
発
行
を

食
い
止
め
ら
れ
る
か

こ
う
し
た
な
か
、
外
衡
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

９
０
Ｊ
君
寺
０
０
勺
幸
司
４
○
日
Ⅱ
Ｕ
△
Ｉ
ｅ
９
６
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
ロ
■
８

を
巡
る
国
際
法
は
現
状
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か
。
前
川
の
グ
ル
ー
ソ
ン
に

よ
れ
ば
、
外
貨
で
決
済
可
能
と
な
る

ケ
ー
ス
に
は
、
非
公
式
な
場
合
と
公

式
な
場
合
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
具

体
的
に
は
、
外
貨
・
外
債
・
外
貨
蔽

金
等
を
自
国
民
が
大
鉦
に
保
有
す
る

非
公
式
な
場
合
（
国
家
の
行
為
で
は

な
い
の
で
国
際
法
の
対
象
外
。
従
来

の
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
バ
ハ
マ
な
ど
が
該

当
）
と
、
鬮
家
が
公
式
に
外
貨
を
法

定
通
貨
と
す
る
場
合
で
あ
る
。

公
式
な
場
合
は
さ
ら
に
側
表
の
よ

う
に
ケ
ー
ス
が
分
か
れ
る
。
バ
コ
ン

の
米
ド
ル
決
済
は
、
中
央
銀
行
（
Ⅱ

国
家
）
が
一
方
的
に
行
う
か
ら
図
表

①
に
該
当
し
得
る
。

た
だ
し
、
グ
ル
ー
ソ
ン
は
①
の
ケ

ー
ス
に
つ
い
て
、
内
政
不
干
渉
の
原

則
に
よ
り
、
ド
ル
や
ユ
ー
ロ
と
い
っ

た
外
貨
を
他
国
が
法
定
通
貨
と
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
米
欧
が
国
家
と
し

て
異
議
を
唱
え
た
（
国
家
実
行
）
か

否
か
で
判
断
す
べ
き
と
す
る
。
そ
の

上
で
、
当
該
国
際
通
貨
発
行
国
が
他

国
に
お
け
る
自
図
通
貨
の
通
用
に
抵

抗
し
て
い
な
け
れ
ば
、
典
識
を
放
梨

し
た
と
總
定
で
き
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
米
国
は
異
識
を

放
粟
し
、
Ｅ
Ｕ
は
放
難
し
て
い
な
い
。

ﾛ■
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一

逆
に
、
米
ド
ル
ほ
ど
流
通
し
て
い

な
い
通
貨
を
持
つ
国
々
は
、
門
国
の

ド
ル
化
や
ユ
ー
ロ
化
・
円
化
等
に
よ

り
通
貨
の
信
認
や
自
国
経
済
に
潜
在

的
に
悪
影
禅
が
及
び
得
る
場
合
（
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
川
化
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー

の
ユ
ー
ロ
化
な
ど
）
に
は
、
図
家
実

行
と
認
定
し
仰
る
だ
け
の
災
淡
を
当

該
国
家
が
公
言
す
る
こ
と
に
よ
り
国

際
仙
習
法
上
の
効
力
を
有
し
、
国
際

機
側
へ
の
異
議
巾
し
立
て
が
可
能
と

結
論
付
け
た
。

こ
う
し
た
圃
際
的
な
ル
ー
ル
を
踏

ま
え
る
と
、
仮
に
、
中
国
・
郷
国
で

日
本
円
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
無
断
で
提
供
さ

れ
た
場
合
、
馴
後
の
異
議
で
は
手
遅

れ
と
な
り
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
他

[lXl*] 国家が公式に外貨を法定通貨
とするパターン

’

(出所） Wf作成

前
出
の
、
便
要
巾
銀
報
杵
岱
は
Ｈ
米

を
含
む
先
進
７
カ
国
の
共
同
識
川
で

あ
っ
た
が
、
ま
ず
は
本
志
川
の
「
デ

ジ
タ
ル
版
ド
ル
化
」
へ
の
対
漿
を
典

体
化
し
、
中
岡
・
ロ
シ
ア
・
郷
国
・

ブ
ラ
ジ
ル
・
南
ア
フ
リ
カ
等
を
含
め

た
Ｇ
釦
の
場
で
そ
の
内
容
を
公
式
表

明
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
外
貨
Ｃ

Ｂ
Ｄ
Ｃ
に
は
、
強
大
国
の
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

が
燗
小
国
の
通
貨
主
椛
を
棚
か
す
ケ

ー
ス
（
注
４
）
や
、
民
間
デ
ジ
タ
ル

通
衡
が
国
家
の
通
貨
主
椛
を
脅
か
す

ケ
ー
ス
（
注
５
）
が
主
に
想
定
さ
れ

似
で
Ⅱ
本
川
の
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
提
供
さ

れ
る
場
合
に
は
、
「
Ⅱ
本
の
金
融
放

縦
や
迩
庇
主
椛
が
相
当
秘
腱
脅
か
さ

れ
得
る
の
で
異
議
巾
し
立
て
を
行

う
」
旨
を
あ
ら
か
じ
め
図
際
的
に
公

言
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

も
っ
と
も
、
ひ
と
た
び
他
脚
の
川

本
円
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
川
本
の
通
鷲
主
椛

を
脅
か
す
蛎
態
に
至
れ
ば
、
災
隙
に

そ
れ
を
食
い
止
め
ら
れ
る
か
は
時
川

と
の
闘
い
で
あ
り
、
剛
隙
川
法
裁
側

所
に
お
け
る
長
期
間
の
脈
訟
を
辿
じ

た
国
際
法
上
の
解
決
だ
け
で
は
心
も

と
な
い
。
で
は
、
ど
う
す
べ
き
か
。

Ｇ
別
声
明
に
よ
る

通
貨
主
権
対
策
の
徹
底
を

て
き
た
が
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う

な
、
脚
力
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
他

刷
が
提
供
す
る
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
ｎ
脚
の

通
貨
主
椛
を
脅
か
す
ケ
ー
ス
へ
の
対

策
も
老
職
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
相
手
国
の
合
意
を
祥
ず
に
当
該

杣
手
倒
の
通
衡
を
自
脚
の
法
定
迩
庇

と
す
る
吻
合
」
へ
の
対
獺
と
し
て
は
、

「
胤
側
迦
厳
に
加
え
て
仙
倒
迩
衝
を

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
で
提
供
す
る
吻
合
は
、
当

該
他
卿
の
承
認
を
必
喫
と
す
る
」
と

の
規
範
を
Ｇ
鋤
内
で
合
愈
し
た
ｋ
で
、

例
規
範
に
述
反
し
た
吻
合
は
、
被
害

剛
（
Ｇ
訓
櫛
成
凶
以
外
も
含
む
）
に

よ
る
金
融
安
定
理
堺
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
ｏ

Ｇ
別
の
事
務
局
）
へ
の
叩
し
立
て
を

可
能
と
す
る
。
Ｆ
Ｓ
Ｂ
の
立
ち
会
い

の
下
で
伽
倒
が
協
議
し
、
決
裂
し
た

場
合
は
「
Ｇ
鋤
柵
成
川
は
、
他
側
迦

熾
を
提
供
し
た
国
（
Ｇ
加
州
成
側
以

外
も
含
む
）
に
対
し
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の

机
互
交
換
を
一
斉
に
巾
止
す
る
」
と

す
る
対
策
が
考
え
ら
れ
る
。
被
害
脚

は
申
し
立
て
を
行
う
か
否
か
の
自
山

を
有
す
る
た
め
、
従
来
の
米
国
の
よ

う
に
他
国
で
の
米
ド
ル
迦
川
を
容
認

す
る
政
縦
が
採
ら
れ
て
い
れ
ば
、
巾

し
立
て
を
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
協

議
を
円
滑
に
進
め
る
に
は
、
通
貨
主

椛
を
脅
か
し
得
る
詳
細
な
メ
ル
ク
マ

’

デ
ジ
タ
ル
通
貸
で
あ
る
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ

は
容
易
に
国
境
を
越
え
得
る
。
こ
の

た
め
、
遡
蛍
主
椛
の
川
魑
に
加
え
、

迩
庶
Ⅲ
競
争
と
い
う
伽
点
か
ら
Ｃ
Ｂ

Ｄ
Ｃ
を
捉
え
る
こ
と
が
亜
要
と
な
る
。

そ
の
上
で
砿
要
な
視
点
が
「
ｕ
燃

型
」
と
「
ト
ー
ク
ン
則
」
と
い
う
形

態
の
述
い
だ
。
法
的
性
箇
上
、
川
座

型
は
民
間
銀
行
に
対
す
る
預
金
同
等

の
依
樅
で
あ
る
の
に
対
し
、
ト
ー
ク

ン
型
は
現
金
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
も

の
、
す
な
わ
ち
撫
休
物
で
あ
る
デ
ー

タ
自
体
に
金
銭
的
椛
利
を
認
め
た
所

祢
椛
（
物
椛
の
一
つ
）
と
区
分
さ
れ

て
い
る
。
口
座
剛
に
比
べ
て
ト
ー
ク

ン
型
は
、
中
央
銀
行
ｎ
座
を
介
さ
ず

に
利
用
者
同
士
で
直
接
取
引
で
き
る

の
で
、
災
害
対
応
や
通
信
途
絶
時
に

強
み
を
僻
つ
オ
フ
ラ
イ
ン
決
済
が
可

能
に
な
る
。
一
方
で
．
民
法
（
私

法
）
上
、
俄
椛
で
な
く
物
椛
と
し
て

扱
う
に
は
物
権
法
定
主
瀧
に
照
ら
し

て
立
法
を
要
し
、
ト
ー
ク
ン
型
で
生

じ
得
る
通
貨
偽
造
に
対
し
て
は
、
刑

－
ル
を
あ
ら
か
じ
め
川
定
す
る
必
要

が
あ
り
、
Ⅱ
銀
は
じ
め
Ｆ
Ｓ
Ｂ
柵
成

脚
の
知
惣
が
求
め
ら
れ
よ
う
．

国
際
通
貨
競
争
に
勝
つ
た
め
に

ト
ー
ク
ン
型
も
検
討
す
べ
き
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(1)卜I|手IEIの合‘曝認ずに一"的にｲ,:うjﾙ合
(エクアドルなど）

－－

{2ﾉｲ'11§l''|の介愈を御て行う吻合(パヅーマなど）

(3)ｲIl手阿が､”ﾐ等で7k題しており、緋に個別
の合‘職がなくても許可される場合（EU加1M
前のモンテネグロのユーロ導入など）

－

(j'lIiI辿安令保陳』ﾘ11峰の決搬による場合（M〔
テイモールの米ドル導入など）



CBDCと通貨主樵．通貨間競争の論点

法
ｋ
の
通
貨
偽
造
罪
の
法
改
碓
も
必

要
に
な
る
。

加
年
６
〃
の
Ⅱ
銀
報
告
岬
（
桃
６
）

も
Ⅱ
座
型
と
ト
ー
ク
ン
型
を
幣
理
し

て
お
り
、
①
口
蛎
型
は
一
般
利
川
謝

が
小
火
銀
行
に
Ⅲ
殺
し
た
川
座
を
通

じ
て
保
有
す
る
預
金
悩
椛
で
、
一
般

利
川
苛
の
中
央
銀
行
に
対
す
る
支
払

脂
凶
に
韮
づ
く
川
座
間
の
振
林
に
よ

り
移
帷
を
災
現
す
る
も
の
、
②
ト
ー

ク
ン
型
は
金
銭
的
仙
仙
が
細
み
込
ま

れ
た
デ
ー
タ
間
体
で
、
当
該
デ
ー
タ

を
排
他
的
に
支
配
す
る
者
が
保
有
し
、

カ
ー
ド
や
ス
マ
ホ
等
に
記
録
さ
れ
た

デ
ー
タ
の
授
受
に
よ
り
移
砿
す
る
も

の
ｌ
と
し
た
。
ま
た
、
鋤
年
ｕ
川

の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
論
文
歴
７
）
に
よ
れ
ば
、

ｕ
雌
型
で
あ
れ
ト
ー
ク
ン
型
で
あ
れ

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
発
行
に
は
通
常
は
根
拠
規

定
（
中
央
銀
行
法
の
機
能
、
椛
限
、

法
定
迦
貨
、
迦
慨
発
行
の
独
占
な

ど
）
に
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
含
め
る
立
法
を

要
す
る
が
、
既
存
の
法
秩
序
の
枠
内

で
収
ま
り
や
す
い
口
座
型
と
は
災
な

り
、
ト
ー
ク
ン
型
の
場
合
は
私
法
上

の
位
悩
づ
け
の
明
確
化
や
刑
法
上
の

通
貨
偽
造
罪
で
の
対
応
を
巡
り
、
よ

り
大
掛
か
り
な
法
盤
附
を
要
す
る
。

国
内
だ
け
を
念
頭
に
置
け
ば
、
口

座
型
で
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
を
制
度
椛
築
す
る

方
が
実
現
し
や
す
く
望
ま
し
い
と
考

え
が
ち
だ
。
し
か
し
、
ｕ
燃
型
だ
け

に
対
応
す
れ
ば
オ
フ
ラ
イ
ン
決
済
が

使
え
な
い
点
で
利
便
性
に
劣
り
、
海

外
の
ト
ー
ク
ン
型
と
の
州
砿
交
換
に

も
対
応
で
き
ず
、
Ⅱ
本
が
辿
貨
間
競

争
に
敗
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
。

現
状
は
ト
ー
ク
ン
型
を
一
部
（
小

側
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
〉
ま
た
は

全
部
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
）
で
擁
川

す
る
国
々
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
ト

ー
ク
ン
卿
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
と
同
じ
く
デ
ー

タ
に
対
す
る
椛
利
が
裁
判
で
争
わ
れ

た
略
号
資
朧
（
仮
想
通
貨
）
を
巡
っ

て
は
、
こ
れ
を
所
有
樅
（
物
椛
）
の

対
象
と
は
惚
め
ず
顧
客
を
脈
艘
し
な

い
日
本
に
対
し
、
所
有
樅
の
対
象
と

し
て
顧
客
保
捜
を
図
る
国
々
（
英
国

・
オ
ラ
ン
ダ
・
イ
タ
リ
ア
・
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
な
ど
）
が
塒
え
て
い
る
（
詳

細
は
注
８
参
照
）
。
従
っ
て
、
今
後

は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
法
制
を
盤
伽
し
て

ト
ー
ク
ン
型
を
採
用
す
る
方
が
世
界

の
主
流
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ

ジ
タ
ル
法
制
榊
築
を
巡
る
日
本
政
府

の
対
応
は
米
欧
の
後
追
い
が
多
く
、

糊
に
遅
れ
が
ち
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で

は
日
銀
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
が
実
現
し
た
場
合

で
も
、
口
座
型
で
あ
れ
ば
そ
の
発
展

の
足
か
せ
に
な
り
か
ね
な
い
。

従
っ
て
、
Ⅲ
銀
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
は
、
利

川
者
の
利
便
性
雌
保
や
脚
際
競
争
力

強
化
の
剛
点
か
ら
、
必
要
と
判
断
す

れ
ば
、
ト
ー
ク
ン
蝿
も
祝
卿
に
入
れ
、

果
敢
に
法
盤
州
に
取
り
組
む
べ
き
で

あ
る
。

（
注
）
’
○
冨
星
綴
勺
旨
具
ｇ
・
菖
曽
昌

昌
員
言
障
侶
篁
缶
些
〕
の
ｇ
皇
宮
呂
異
・
》

ｇ
昏
星
ゞ
塁
二
邑
届
）
の
灼
雌
冨
呂
‐

興
壁
署
ぎ
く
色
・
凰
唱
ご
参
雌
。

２
覗
災
中
央
銀
行
（
Ⅱ
銀
を
含

む
）
・
側
際
決
済
銀
行
慨
侍
書
「
中

央
飢
行
デ
ジ
タ
ル
汕
慌
亜
堆
水
的
な

脈
則
と
特
性
」
鋤
年
旧
〃
９
Ⅱ
（
Ⅱ

銀
Ｈ
Ｐ
よ
り
・
人
手
可
能
）
の
「
２

３
２
通
蛍
主
椛
の
保
樅
」
参
照
。

３
言
・
の
昌
豊
房
↑
ご
呂
巴
・
冒
農
旨
〕

曽
己
圃
昌
．
。
置
豊
ご
言
皆
〕
冒
訂
冒
昆
‐

堂
ｇ
〕
罠
伊
澤
弓
石
臼
・
望
吊
息
署
ｐ
導
因
〒

ｇ
冨
曽
国
扇
言
⑦
器
伊
望
毫
詞
豊
詩
黒

ざ
一
・
園
》
弓
・
巳
置
隠
．
９
局
参
照
。

４
こ
の
場
合
は
前
述
の
「
非
公
式

な
ド
ル
化
」
と
な
り
、
側
際
法
の
対

象
外
と
な
る
た
め
遁
喪
な
問
題
だ
が
、

紙
幅
の
関
係
で
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。

５
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
Ⅲ
リ
ブ
ラ

聯
想
が
代
表
例
だ
が
、
木
問
題
は
未

解
決
の
ま
ま
で
あ
り
、
他
社
に
よ
る

同
様
な
リ
ス
ク
は
今
後
も
生
じ
得
る

が
、
こ
れ
も
紙
幅
の
間
係
で
本
稿
の

対
象
外
と
す
る
。

く
ぼ
た
た
か
し

卯
年
収
瀬
大
学
法
学
部
卒
＃
Ｈ
水
銀

行
入
付
。
法
学
修
士
（
東
頗
大
学
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
）
、
側
際
公
共
政

策
博
士
（
大
阪
大
学
）
。
鵬
年
か
ら

大
学
教
員
に
転
じ
名
古
屋
大
学
助

教
授
を
綴
て
早
稲
川
大
学
大
学
院
法

務
研
究
科
教
授
（
専
門
は
国
際
金
融

法
）
。
間
際
商
取
引
学
会
会
長
、
常

民
戦
略
会
談
（
法
務
杓
）
メ
ン
バ
ー
。

近
刊
藩
に
『
国
際
取
引
法
識
義
第
３

版
』
中
央
経
済
社
（
訓
年
）
な
ど
。

６
小
山
〈
銀
行
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
側

す
る
法
鯲
問
題
研
究
会
。
中
央
銀

行
デ
ジ
タ
ル
通
衡
に
側
す
る
法
仰
側

魑
研
究
会
』
報
併
仲
」
（
日
本
銀
行

金
融
研
究
所
）
「
金
触
伽
究
」
２
０

２
０
年
６
Ｈ
１
～
別
ペ
ー
ジ
参
照
、

７
壽
冒
協
凛
黒
堅
》
《
薦
侭
昌
勝
，

｝
〕
胃
酎
呉
○
曾
昌
●
塾
国
曽
一
両
目
喝
冨
一

○
戸
声
富
里
］
の
署
○
囚
〕
富
里
国
営
〕
声
騨
冨
邑

冨
。
写
の
ｇ
ご
『
Ｆ
蝕
弓
○
○
国
ｍ
亘
田
．
‐

昌
昌
〃
自
冨
句
一
さ
量
長
宅
署
ｇ

雪
国
塵
馬
豊
．
ｚ
２
．
豐
邑
（
－
Ｍ

Ｆ
の
Ⅱ
Ｐ
よ
り
入
手
可
能
）
参
照
。

８
久
保
田
隆
・
岡
部
真
典
「
倒
雌

岬
に
お
け
る
陪
号
漬
朧
の
馴
容
保
継

を
巡
る
主
要
岡
の
蛾
判
例
」
「
間
際

間
邪
法
務
」
嶋
巻
７
号
（
２
０
２
０

年
７
月
）
参
照
。
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